
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《提出議案》 ・令和３年度事業報告書･収支決算書 

        ・令和４年度事業計画･収支予算書(案)  他 

 

2022.5 
  安八町商工会 

～商工会は  行きます  聞きます  提案します～ 

発行：安八町商工会  安八町氷取 159‐1 

   ＴＥＬ：0584-64-4811 ＦＡＸ：0584-64-2789 

安八町商工会  安八町氷取１５９－１ TEL：0584-64-4811 FAX：0584-64-2789 

ああああああ 

●● 令和４年度 第６２回通常総代会のご案内●● 

  

５月２０日(金) １３:３０～ 

会場：ハートピア安八 

 工業部会、商業サービス部会、異業種交流部会、青年部、

女性部の通常総会がコロナ対策を徹底した上で開催されま

した。 

 各部会等の総会において、「令和３年度事業報告・決算報

告」「令和４年度事業計画（案）・収支予算（案）」の２議案

が審議され、各議案とも承認・決定されました。 

 

●● 各部会・各部の通常総会について●● 

☆小規模事業者持続化補助金 販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ 

 経営計画に基づいて実施する販路開拓等（生産性向上）の取り組みに対し補助金が支給されます。 

申請書の作成には、自社や外部環境の分析・経営計画の作成が必要となります。 

経営指導員と伴走型で申請書を作成していただきます。 

ご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。  

・補助上限： ５０万円（通常枠） 補助率：２／３ 

      １００万円（インボイス枠） 補助率：２／３   

２００万円（賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠） ：補助率２／３ 

・提出期限： ８回締切 令和４年 ６月３日（金） 

       ９回締切 令和４年 ９月（予定） 

      １０回締切 令和４年１２月（予定） 

・採択例 ： 看板設置、広告作成、最新設備導入 等         

                               

☆令和４年度 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金 

 アフターコロナに向けた、新分野・新事業への展開や地道な取り組む県内に主たる事務所を有する、小

規模事業者に向けた補助金となっています。 

受付締切：令和４年５月１８日（水）  

補助上限：３００万円 補助率２／３ 詳しい要件は岐阜県商工会連合会ＨＰをご確認下さい。 

令和 4 年度青年部通常総会 

看板設置       新聞折込 

岐阜県商工会連合会 ＨＰ参照 

各部会では、随時部会員を募集中ですので、是非ご加入 

下さい！！詳しくは商工会までお尋ねください！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マル経 金利 

1.22％ 

   ◆マル経融資とは、日本政策金融公庫の無担保、無保証人の融資制度です。 

   ・返済期間：運転資金 7 年以内、設備資金１０年以内 

    ・融資限度額：２,０００万円 

  【ご利用いただける方】 

   ・安八町内で１年以上営業し、商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている方 

   ・従業員数２０人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の事業所 

   ・所得税や住民税等を完納している方 

   ・日本政策金融公庫の融資対象業種であること など 

安八町商工会 ホームページ               安八町商工会 Facebook ページ 

http://www.gifushoko.or.jp/anpachi/            https://www.facebook.com/ansho3831/ 

 令和４年 5 月１日現在 

 日本政策金融公庫ＨＰ 

https://www.jfc.go.jp/ 

 

 

 

 ☆岐阜県オミクロン株対策支援金のご案内  ※（変更）基準月に３月が追加されました 

 

●ＷＥＢセミナーのご案内！     安八町商工会のホームページからログインしてご覧いただけ

ます 

ｗ ◆ 様々な経営情報が満載！ 

パソコン研修・経営実務・人材育成・ 

   経営者講演・経営革新・事業承継など 

※会社や自宅にいながら、インターネットから観たいセミナーがいつでも視聴できます。一度視聴してみて下さい。 

 

☆コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援 【事業復活支援金】のご案内  

☆  

・給付対象 下記の①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。 

       ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

       ②2021年 11月～2022年 3月のいずれかの月（対象月）の売上高が 2018年 11月～2021年 3月の間 

         の任意の同じ月（基準月）の売上と比較して 50％以上又は 30％以上 50％未満減少した事業者 

       

経済産業省参照 

 ※安八町商工会は事業復活支援金の事前確認登録機関となっています。会員（令和 4 年 4 月末時点）

以外の方への事前確認はお断りしていますので、ご了承下さい。 

・申請期間 ２０２２年２月２２日（火）～５月３１日（火）当日消印有効 まだ申請されていない方はお早めに！！ 

・給付対象 新型コロナウイルスの影響を受け、2022 年 1 月～3 月のいずれかの月の売上が、2019 年、2020 年 

      又は 2021 年の同じ月の売上高と比較して１５％以上減少した中小事業者・個人事業者 

（飲食店等の時短要請の対象事業者を除く）を対象に県が支援金を給付。 

・給付額  中小事業者：２０万円（定額） 個人事業者：１０万円（定額） 

      ※事業復活支援金との併用が可能となります。 

       

・申請期間 ２０２２年１月３１日（月）～５月３１日（火） まだ申請されていない方はお早めに！！ 

      ※申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は 5月 26日（木）までです。 

岐阜県ＨＰ参照 

・給付額   中小法人は最大２５０万円 個人事業主は最大５０万円を支給します。 

       ※算出方法：基準期間の売上高－対象月の売上高×5 ヶ月分  

       ※基準期間とは 2018 年 11 月～2019 年 3 月、2019 年 11 月～2020 年 3 月、 

2020 年 11 月～2021 年 3 月    

  



 

 


